
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

検索

副作用 救済

PMDA で

または詳しくは

お薬は正しく使っていても、副作用の起きる可能性があります。
万一、入院治療が必要になるほどの健康被害がおきたとき、
医療費や年金などの給付をおこなう公的な制度があります。
いざという時のために、暮らしに欠かせないお薬だから
あなたもぜひ知っておいてください。

電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
受付時間：午前9：00～午後5：00/月～金（祝日・年末年始をのぞく）
Eメール：kyufu@pmda.go.jp

0120-149-931救済制度
相談窓口

◎救済制度についての詳細は、PMDAにご相談ください。
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給付の請求は、健康被害を受けたご本人また
はそのご遺族が、直接PMDAに対して行い
ます。その際に、医師
の診断書などが必
要となります。まずは、
電話やメールでご相談
ください。

請求はどのようにすれば
よいですか?

Q.

A.

Q.

給付には７種類あります。
●入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合
　①医療費　②医療手当
●日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合
　③障害年金　④障害児養育年金
●死亡した場合
　⑤遺族年金　⑥遺族一時金　⑦葬祭料

給付額は種類ごと
に定められており
ます。なお、③および④
を除いて請求期限がご
ざいますので、ご注意
ください。

給付にはどのような種類が
ありますか？

A. 下記の場合は救済の対象になりません。
①医薬品等の副作用のうち入院治療を要する程度では
なかった場合などや請求期限が過ぎてしまってい
る場合、医薬品の使用目的・方法が適正と認められ
ない場合

②対象除外医薬品による健康被害の場合
③法定予防接種を受けたことによるものである場合
④医薬品の製造販売業者などに

損害賠償の責任が明らかな場合
⑤救命のためやむを得ず通常の

使用量を超えて医薬品を使用
したことによる健康被害で、
その発生があらかじめ認識さ
れていたなどの場合

救済の対象に
ならない場合がありますか?

Q.

A.

Q.

提出いただきました書類をもとに、厚生労働省が設置
した外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議
会における審議を
経て、支給の可否が
決定されます。支給の可
否については、PMDAか
らご連絡いたします。

給付の支給決定はどのようにして
決まるのですか？

A.

とは？
病院・診療所で出されたお薬、薬局等で買ったお薬を正しく使ったのに
重い副作用が生じ、入院したりその後に障害が残ったりした場合に、
医療費や年金などが給付される公的制度です。

◎「医薬品副作用被害救済制度」の詳細や「生物由来製品感染等被害救済制度」については、ホームページおよびフリーダイヤルをご利用ください。

※昭和 55年 5月 1日以降に使用した医薬品が原因となって発生した副作用による健康被害が対象になります。
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